
ＮＰＯ法人も高岡市の融資制度をご利用できます！ 

 

中小企業信用保険法の改正により、平成 27 年 10 月 1 日から、特定非営利活動法人（Ｎ

ＰＯ法人）が金融機関からの借り入れに際して信用保証協会の保証が受けられることとな

り、高岡市の融資制度もご利用できるようになりました。（一部制度を除く。） 

 

◎対象となるＮＰＯ法人（次の規模要件を満たし、保証対象業種を営むＮＰＯ法人） 

製造業 ３００人以下 

卸売業・サービス業 １００人以下 

小売業（飲食業を含む） ５０人以下 

 

◎取扱金融機関 

 次の金融機関でのお取扱いとなります。貸付期間、融資利率等については、各金融機関

にご相談ください。 

北陸銀行 
高岡市内の店舗、新湊支店、堀岡出張所、

新湊西出張所 

富山銀行、北國銀行、富山第一銀行 高岡市内の店舗、新湊支店 

福井銀行、高岡信用金庫、氷見伏木信用金庫、 

富山信用金庫、砺波信用金庫、富山県信用組

合、高岡市農協、商工組合中央金庫 

高岡市内の店舗 

新湊信用金庫 高岡市内の店舗、本店 

 

◎保証申込時の必要添付書類 

 従来の中小企業者の場合に加えて、次の書類が必要になります。 

・事業報告書 

・計算書類（活動計算書及び貸借対照表）及び財産目録 

・年間役員名簿 

・社員のうち 10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面 

※この他の必要書類は制度等によって異なりますので詳しくはお問い合わせください。 

 

◎お問い合わせ 高岡市役所 産業振興部 産業企画課 金融担当 TEL0766-20-1286 



◎ＮＰＯ法人が利用できる高岡市の融資制度 

短期事業資金を除き、富山県信用保証協会の保証を受ける必要があります。 

制度名 資金使途 融資限度額 貸付期間 融資利率 

小口事業資金 

(一般小口枠) 

運転資金 

設備資金 
2,000万円 

運転：5年以内 

設備：7年以内 
1.8%以内 

中小企業振興資金 
運転資金 

設備資金 
2,000万円 

運転：5年以内 

設備：7年以内 
1.8%以内 

景気対応緊急資金 運転資金 3,500万円 5年以内 1.8%以内 

商工業活性化資金 設備資金 
5,000万円 

(機械設備は 3,000万円) 
10年以内 1.8%以内 

災害対応資金 
運転資金 

設備資金 
2,500万円 10年以内 1.6%以内 

企業立地促進資金 

(一定の場合は優遇制度あり) 
設備資金 1億円 10年以内 1.5%以内 

創業者支援資金 
運転資金 

設備資金 
1,000万円 

運転：6年以内 

設備：7年以内 
1.8%以内 

緊急経営基盤改善資金 借換資金 2,000万円 7年以内 1.8%以内 

短期事業資金 運転資金 300万円 6か月以内 1.8%以内 

※詳細な融資要件についてはお問い合わせいただくか、下記 web サイトでも

確認できます。 

http://www.city.takaoka.toyama.jp/sangyo/shinko/kee/sedoichiran/index.html 


